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文部科学省高等教育局専門教育課



１．大学設置基準・短期大学設置基準の改正について１．大学設置基準・短期大学設置基準の改正について１．大学設置基準・短期大学設置基準の改正について１．大学設置基準・短期大学設置基準の改正について

～「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化～～「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化～～「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化～～「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化～

２．産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業２．産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業２．産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業２．産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業

についてについてについてについて

３．インターンシップの推進について３．インターンシップの推進について３．インターンシップの推進について３．インターンシップの推進について
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１．大学設置基準・短期大学設置基準の改正につ１．大学設置基準・短期大学設置基準の改正につ１．大学設置基準・短期大学設置基準の改正につ１．大学設置基準・短期大学設置基準の改正につ

いていていていて

～「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化～～「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化～～「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化～～「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化～
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○ 大学の取組を画一的なものとせず，教育課程上の工夫や大学内の組織間の有機的

な連携体制の確保等に関する大学の多様な取組を推進する観点を踏まえ，すべての大学

において，教育課程内外を通じて学生の社会的・職業的自立に関する指導等に取り組む

こととし，そのための体制整備を大学設置基準等に規定。（H23.4施行）

「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化「社会的・職業的自立に関する指導等」の制度化

第四十二条の二 大学は，当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ，学生が卒業後自らの資質を向学生が卒業後自らの資質を向学生が卒業後自らの資質を向学生が卒業後自らの資質を向

上上上上させ，社会的及び職業的自立を図るために必要な能力社会的及び職業的自立を図るために必要な能力社会的及び職業的自立を図るために必要な能力社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を，教育課程の実施及び厚生補導を通じて教育課程の実施及び厚生補導を通じて教育課程の実施及び厚生補導を通じて教育課程の実施及び厚生補導を通じて

培う培う培う培うことができるよう，大学内の組織間の有機的な連携大学内の組織間の有機的な連携大学内の組織間の有機的な連携大学内の組織間の有機的な連携を図り，適切な体制を整える適切な体制を整える適切な体制を整える適切な体制を整えるものとする。

大学設置基準・短期大学設置基準（文部科学省令）の改正について大学設置基準・短期大学設置基準（文部科学省令）の改正について大学設置基準・短期大学設置基準（文部科学省令）の改正について大学設置基準・短期大学設置基準（文部科学省令）の改正について
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第三十五条の二 短期大学は，当該短期大学及び学科又は専攻課程の教育上の目的に応じ，学生が学生が学生が学生が

卒業後自らの資質を向上卒業後自らの資質を向上卒業後自らの資質を向上卒業後自らの資質を向上させ，社会的及び職業的自立を図るために必要な能力社会的及び職業的自立を図るために必要な能力社会的及び職業的自立を図るために必要な能力社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を，教育課程の実施教育課程の実施教育課程の実施教育課程の実施

及び厚生補導を通じて培う及び厚生補導を通じて培う及び厚生補導を通じて培う及び厚生補導を通じて培うことができるよう，短期短期短期短期大学内の組織間の有機的な連携大学内の組織間の有機的な連携大学内の組織間の有機的な連携大学内の組織間の有機的な連携を図り，適切な体制適切な体制適切な体制適切な体制

を整えるを整えるを整えるを整えるものとする。

【大学設置基準】

【短期大学設置基準】



●産業構造や就業構造の変化、職業に関する教育に対する認識、

子ども・若者の変化等、社会全体を通じた構造的問題が存在

◆ ｢学校から社会・職業への移行｣が円滑に行われていない。

・完全失業率 約８％（平成２３年度） ・非正規雇用率約３２％（平成２５年度）

・若者無業者約６２万人（平成２４年度）・早期（３年以内）退職 大卒３割、短大等卒４割

◆ ｢社会的・職業的自立｣に向けて様々な課題が見られる

当時の若者の状況・政府方針

「我が国の人材育成強化に関する対応方針（大学生等の就職・採用活動問題を中心に）」（平成２５年４月２２日「我が国の人材育成強化に関する対応方針（大学生等の就職・採用活動問題を中心に）」（平成２５年４月２２日「我が国の人材育成強化に関する対応方針（大学生等の就職・採用活動問題を中心に）」（平成２５年４月２２日「我が国の人材育成強化に関する対応方針（大学生等の就職・採用活動問題を中心に）」（平成２５年４月２２日 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業

省）省）省）省）

○ これらの課題を解決し、大学等の高等教育機関において充実した教育を行い、社会が求める人材を育成するため、政府としては、キャリア教育・就職支援

機能の強化、中小企業への就職支援策の充実・強化、学卒未就職者への支援の拡充について、重点的に取り組む。

大学等の高等教育機関に対しては、その本務たる教育の充実や地域産業界のニーズを踏まえたカリキュラム策定等の教育の質の向上に取り組むことを求

める。

「我が国の若者・女性の活躍推進のための提言」（平成２５年５月１９日「我が国の若者・女性の活躍推進のための提言」（平成２５年５月１９日「我が国の若者・女性の活躍推進のための提言」（平成２５年５月１９日「我が国の若者・女性の活躍推進のための提言」（平成２５年５月１９日 若者・女性活躍推進フォーラム）若者・女性活躍推進フォーラム）若者・女性活躍推進フォーラム）若者・女性活躍推進フォーラム）

Ⅱ．若者の活躍推進のための提言

○ 大学等の高等教育機関を卒業した者のうち、進学せず未就職又は一時的な仕事に就いている者が、ここ数年１０万人を超える水準で推移していることに対

応するため、

（１）在学生に対するキャリア教育・就職支援機能の強化、（２）中小企業への就職支援策の充実・強化、（３）学卒未就職者への支援の拡充

について、重点的に取り組む必要がある。

「これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）」（平成２５年５月２８日「これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）」（平成２５年５月２８日「これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）」（平成２５年５月２８日「これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）」（平成２５年５月２８日 教育再生実行会議）教育再生実行会議）教育再生実行会議）教育再生実行会議）

３．学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能を強化する。

○ 大学・専門学校等が、地域の人材育成ニーズに応え、地域に貢献できるよう、地方公共団体や地域の産業界等との連携協力や、実践的な教育プログラム

の提供などの取組を国が支援する。また、日本の伝統的な産業や優れた技術を伝承する職人等の養成に対する支援に取り組む。

「経済財政運営と改革の基本方針「経済財政運営と改革の基本方針「経済財政運営と改革の基本方針「経済財政運営と改革の基本方針 ～脱デフレ・経済再生～」（平成２５年６月１４日～脱デフレ・経済再生～」（平成２５年６月１４日～脱デフレ・経済再生～」（平成２５年６月１４日～脱デフレ・経済再生～」（平成２５年６月１４日 閣議決定）閣議決定）閣議決定）閣議決定）

第２章 強い日本、強い経済、豊かで安全・安心な生活の実現

３．教育等を通じた能力・個性を発揮するための基盤強化

（４）若者・高齢者等の活躍推進、セーフティネットの整備

大学等の就職活動システムの見直し、民間の知恵を活用したキャリア教育充実、中小企業・小規模事業者の魅力発信、企業ニーズに即した社会人の

学び直し、ハローワークにおける積極的民間活用、起業しようとする若者への支援等により、若者の活躍を推進する。（略）

関係する政府方針
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２．産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制２．産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制２．産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制２．産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制

整備事業整備事業整備事業整備事業
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産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業

○ 大学において、学生の社会的・職業的自立を重視した教育カリキュラムの導入が立ち後れている中、学生においては困難な就職活動の中で大学で学んだことと

一致しない職業を選ぶ例が依然として多く見られ、産業界も自らが望む人材を必ずしも十分に得られない状況が続いている。

○ 産業界が従来ほど人材育成に経費を割けない状況の中で、日本再生に向けた人材育成の充実を図っていくためにも、こうした状況を改善していく必要がある。

○ しかしながら、産学連携体制の拡充や各大学への取組の普及は、個々の大学の取組では限界があるため、産業界のニーズに対応した人材育成の取組を行う

大学が連携し、地域の産業界と一体となった人材育成や、大学に対するニーズを踏まえた教育改善・充実の取組を推進する必要がある。

○ また、「日本再興戦略」等に基づき、大学等のインターンシップ等の充実に向け、地域において大学等と産業界との調整を図りながら、キャリア教育から就職まで

一貫して支援する体制を整備する必要がある。

【背景・課題】

【テーマA】 産業界のニーズに対応した人材育成の取組を行う国公私立大学及び短期大学同士が連携し、地域の産業界等と一体となった人材育成や、産業界等の

大学に対するニーズを踏まえた取組を支援。

【テーマB】 インターンシップ等の取組拡大のため、地域でインターンシップ等を推進する組織・団体等との連携の下、インターンシップ等のマッチングや専門人材の養

成等の取組を支援するとともに、本事業を通じて得られた効果的な取組の全国への普及を行う。

【取組の概要】

地域の産業界等地域の産業界等地域の産業界等地域の産業界等地域の大学グループ地域の大学グループ地域の大学グループ地域の大学グループ

産学協働の産学協働の産学協働の産学協働の

ための連携ための連携ための連携ための連携

会議を設置会議を設置会議を設置会議を設置

【【【【期待される効果期待される効果期待される効果期待される効果】】】】

・グループ内の事例の共有を通・グループ内の事例の共有を通・グループ内の事例の共有を通・グループ内の事例の共有を通

じた各大学の取組の質の向上じた各大学の取組の質の向上じた各大学の取組の質の向上じた各大学の取組の質の向上

・グループ内の大学や産業界と・グループ内の大学や産業界と・グループ内の大学や産業界と・グループ内の大学や産業界と

の対話と通じた推進方策の検討、の対話と通じた推進方策の検討、の対話と通じた推進方策の検討、の対話と通じた推進方策の検討、

事業の評価、提言の取りまとめ事業の評価、提言の取りまとめ事業の評価、提言の取りまとめ事業の評価、提言の取りまとめ

・産業界や地域のニーズの把握、・産業界や地域のニーズの把握、・産業界や地域のニーズの把握、・産業界や地域のニーズの把握、

事業の効果の検証事業の効果の検証事業の効果の検証事業の効果の検証

・地域内外への取組成果の情報・地域内外への取組成果の情報・地域内外への取組成果の情報・地域内外への取組成果の情報

発信発信発信発信

等等等等

テーマテーマテーマテーマAの取組の取組の取組の取組

地域でインターンシップ地域でインターンシップ地域でインターンシップ地域でインターンシップ

等を普及・推進する等を普及・推進する等を普及・推進する等を普及・推進する

組織・団体等組織・団体等組織・団体等組織・団体等

参画参画参画参画

テーマテーマテーマテーマBの取組の取組の取組の取組

効果的なインターン効果的なインターン効果的なインターン効果的なインターン

シップの取組情報シップの取組情報シップの取組情報シップの取組情報

【【【【期待される効果期待される効果期待される効果期待される効果】】】】

・産業界ニーズ事業におけるインターン・産業界ニーズ事業におけるインターン・産業界ニーズ事業におけるインターン・産業界ニーズ事業におけるインターン

シップ等の取組の拡充シップ等の取組の拡充シップ等の取組の拡充シップ等の取組の拡充

・地域全体へのインターンシップ等の取・地域全体へのインターンシップ等の取・地域全体へのインターンシップ等の取・地域全体へのインターンシップ等の取

組の普及・定着組の普及・定着組の普及・定着組の普及・定着

・地域の中小企業のインターンシップ及・地域の中小企業のインターンシップ及・地域の中小企業のインターンシップ及・地域の中小企業のインターンシップ及

び参加学生の増加び参加学生の増加び参加学生の増加び参加学生の増加

・インターンシップを通じた学生への企業・インターンシップを通じた学生への企業・インターンシップを通じた学生への企業・インターンシップを通じた学生への企業

等の魅力発信等の魅力発信等の魅力発信等の魅力発信

・地域の中小企業等への就職者の増加・地域の中小企業等への就職者の増加・地域の中小企業等への就職者の増加・地域の中小企業等への就職者の増加

等等等等

全国的な全国的な全国的な全国的な

取組への拡大取組への拡大取組への拡大取組への拡大
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秋田県立大学グループ：室蘭工業大学、

小樽商科大学、札幌市立大学、旭川大

学、千歳科学技術大学、北翔大学、弘

前大学、岩手大学、秋田大学、青森公

立大学、岩手県立大学、秋田県立大学、

宮古短期大学、盛岡短期大学、山形大

学、会津大学、桜の聖母短期大学

産業界等：北海道・東北経済産業局、北

海道・東北経済連合会、北海道・東北各

地の自治体（県庁、市役所）、経営者協

会、商工会議所、中小企業団体中央会

など

青山学院大学グループ：青山学院大学、

芝浦工業大学、法政大学、お茶の水女子

大学、大妻女子大学、駒澤大学、専修大

学、東京未来大学、昭和女子大学、女子

美術大学、東京家政大学、明治学院大学、

目白大学、東京家政大学短期大学部、工

学院大学、拓殖大学、東京電機大学、東

京都市大学

産業界等：関東経済産業局、東京経営者

協会、国際社会貢献センター、ファッション

産業人材育成機構、生命保険協会など

大阪府立大学グループ：和歌山大学、

大阪府立大学、兵庫県立大学、追手門

学院大学、大阪音楽大学、大阪工業大

学、大阪成蹊大学、関西外国語大学、

摂南大学、帝塚山学院大学、芦屋大学、

大手前大学、神戸学院大学、大阪音楽

大学短期大学部

産業界等：近畿経済産業局、関西経済

連合会、大阪府中小企業中央会、関西

広域連合、経営者協会など

福岡工業大学グループ：佐賀大学、大

分大学、鹿屋体育大学、琉球大学、下

関市立大学、北九州市立大学、福岡県

立大学、熊本県立大学、九州共立大学、

九州国際大学、西日本工業大学、福岡

工業大学、福岡国際大学、西九州大学、

長崎国際大学、日本文理大学、九州保

健福祉大学、鹿児島国際大学、鹿児島

純心女子大学、九州女子短期大学、久

留米信愛女学院短期大学、福岡医療短

期大学

産業界等：九州経済産業局、福岡労働

局、九州経済連合会、経済同友会など

新潟グループ大学：茨城大学、群馬大学、新

潟大学、上越教育大学、共栄大学、駿河台

大学、聖学院大学、西武文理大学、ものつく

り大学、敬愛大学、千葉科学大学、千葉商科

大学、新潟工科大学、新潟青陵大学、植草

学園短期大学、聖徳大学短期大学部、新潟

青陵大学短期大学部

産業界等：新潟経済同友会、新潟・群馬県商

工会議所、埼玉県経営者協会、新潟県中小

企業団体中央会、自治体など

三重大学グループ：金沢大学、福井大学、

岐阜大学、静岡大学、三重大学、富山県立

大学、富山国際大学、金沢工業大学、静岡

理工科大学、愛知産業大学、椙山女学園大

学、中部大学、同朋大学、豊橋創造大学、

名古屋産業大学、名古屋商科大学、日本福

祉大学、名城大学、金城大学短期大学部、

静岡英和学院大学短期大学部、東海大学

短期大学部、愛知大学短期大学部、豊橋創

造大学短期大学部

産業界等：経営者協会、中部経済産業局、

労働局など

島根大学グループ：島根大学、徳島大学、香川

大学、愛媛大学、島根県立大学、岡山県立大

学、尾道市立大学、県立広島大学、岡山理科

大学、倉敷芸術科学大学、くらしき作陽大学、

ノートルダム清心女子大学、広島修道大学、福

山大学、安田女子大学、山口東京理科大学、

四国大学、鈴峯女子短期大学

産業界等：中国経済連合会、中国経済産業局、

四国経済連合会、四国経済産業局、経営者協

会、など

高知大学グループ：鳥取大学、山口大学、

高知大学、鳥取環境大学、山口県立大学、

高知県立大学、高知工科大学、徳山大学、

梅光学院大学、松山大学、松山東雲女子

大学、鳥取短期大学、松山東雲短期大学、

高知学園短期大学

産業界等：商工会議所連合会、経営者協

会、中小企業団体中央会、中小企業家同

友会、経済同友会など

電気通信大学：宇都宮大学、電気通信

大学、横浜国立大学、亜細亜大学、北

里大学、創価大学、東京経済大学、日

本社会事業大学、武蔵野大学、神奈川

工科大学、昭和音楽大学、山梨英和大

学、和泉短期大学、昭和音楽大学短期

大学部

産業界等：中小企業団体中央会、経済

同友会、商工会議所、経営者協会など

【テーマA】 参加大学（１０グループ１７３大学）･産業界･自治体･関係団体

京都産業大学グループ「：滋賀大

学、奈良女子大学、滋賀県立大学、

京都府立大学、奈良県立大学、聖

泉大学、長浜バイオ大学、京都外

国語大学、京都学園大学、京都産

業大学、京都ノートルダム女子大

学、京都文教大学、龍谷大学、帝

塚山大学、天理大学、奈良佐保短

期大学

産業界等：関西経済連合会、近畿

経済産業局、経済産業協会、中小

企業同友会、経営者協会、商工会

議所など
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大学・短期大学が地域ごとに共同して地元の企業、経済団体、地域の団体、自治体等と産学協働のための連

携会議を形成し、人材育成に必要な教育改善・体制整備を行うことで、社会的･職業的に自立し、産業界のニー

ズに対応した人材の育成の充実を図る。

●取組内容

・産学協働のための大学･経済界（地域の経済産業局･

地域の経済連合会･商工会議所等）･自治体（県庁･市

町村）などが参加する連携会議を設置。

（連携会議、各大学グループで年２～３回開催）

・当該会議において、地域の産業界が求める人材に必

要な能力等についての意見交換。

･産業界が求める人材についてのアンケート調査等の

実施。

･産業界が求める人材を育成するために必要な授業科

目や課題解決型授業の協働開発。

･連携大学において教員相互の授業参観等FD研修を実

施

・各大学グループの成果を共有するためのシンポジウ

ム･フォーラムの開催、ホームページの開設

【テーマA】 取組概要

＠各大学グループが開設したホームページ

＠各大学グループが開催したフォーラム･シンポジウム
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【テーマA】 産業界が求めるニーズの把握

・産業界が求める人材のニーズ調査、【秋田県立大学グループ】アンケート調査結果

99



弘前大学における産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業の取組

取組の概要

●授業科目名授業科目名授業科目名授業科目名：ビジネスシミュレーション実習Ⅱ・Ⅲ

●対対対対 象象象象：人文学部3年生

●概概概概 要要要要：地域企業から提示された経営課題をも

とに，グループによる実証的な体験を通した課題解決

型学習。特徴としては，提案が机上の空論で終わらな

いよう，市場での検証を行った上で，提案をおこなう点

にある。この一連のプロセスの経験を通して，主体的に

行動できる人材の育成を行う。

●取組事例①取組事例①取組事例①取組事例①：道の駅ひろさきサンフェスタいしかわと

の連携。 鮮魚売り場のマーケティングの強化をテーマ

に実施。商品ラインナップの改善や，ターゲットを50～

60代とするなどの提案を行った。

●取組事例②取組事例②取組事例②取組事例②：あおもり観光デザイン会議との連携。青

森県に観光客を呼び込む方策について検討し，学生の

保護者を対象としたキャンパスツアーを提案。これによ

り未開拓市場の存在と大学を活用した新しい観光の可

能性を提示した。

右図：本授業を履修した学生は，履修していない学生よ

りも対人基礎力や対課題基礎力などの能力を高めてい

る。

弘前大学は、産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業 北海道・東北ブロックグループ

に所属し、「地域企業と実践する課題解決型学習による主体的な学びプログラムの構築」をテーマに、主

体的に行動できる人材の育成を目標に取組を実施。

図：履修生と未履修生徒のコンピテンシーの比較（PROGの結果から）

写真：活動風景（地域企業への提案）

【テーマA】 産学連携による課題解決型授業の効果･有効性について

秋田県立大学グループが調査した産業界が求める文系学部の新卒人材の能力
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【テーマA】 複数大学の連携した取組事例
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【テーマA】 産学連携による課題解決型授業の取組事例
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【テーマA】 インターンシップ高度化の取組事例
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【テーマA】 実践的な産業界等の講師によるキャリア系科目の充実の取組事例
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３．インターンシップの推進について３．インターンシップの推進について３．インターンシップの推進について３．インターンシップの推進について
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２２２２ 重点的に取り組むべき事項重点的に取り組むべき事項重点的に取り組むべき事項重点的に取り組むべき事項

（２）在学生に対するキャリア教育・就職支援機能の強化（２）在学生に対するキャリア教育・就職支援機能の強化（２）在学生に対するキャリア教育・就職支援機能の強化（２）在学生に対するキャリア教育・就職支援機能の強化

○○○○ （略）、政府は、（略）、政府は、（略）、政府は、（略）、政府は、インターンシップに参加する学生の数の目標設定を行った上で、大学等とインターンシップに参加する学生の数の目標設定を行った上で、大学等とインターンシップに参加する学生の数の目標設定を行った上で、大学等とインターンシップに参加する学生の数の目標設定を行った上で、大学等と

地域産業界との調整を行う仕組みを構築し、地域産業界との調整を行う仕組みを構築し、地域産業界との調整を行う仕組みを構築し、地域産業界との調整を行う仕組みを構築し、学生に対して、卒業・修了前年度の夏季・春季学生に対して、卒業・修了前年度の夏季・春季学生に対して、卒業・修了前年度の夏季・春季学生に対して、卒業・修了前年度の夏季・春季

休暇中に行う休暇中に行う休暇中に行う休暇中に行うインターンシップ、地元企業の研究やマッチングの機会の拡充をはじめ、キャリインターンシップ、地元企業の研究やマッチングの機会の拡充をはじめ、キャリインターンシップ、地元企業の研究やマッチングの機会の拡充をはじめ、キャリインターンシップ、地元企業の研究やマッチングの機会の拡充をはじめ、キャリ

ア教育から就職まで一貫して支援する体制を強化する。ア教育から就職まで一貫して支援する体制を強化する。ア教育から就職まで一貫して支援する体制を強化する。ア教育から就職まで一貫して支援する体制を強化する。

なお、教育効果の高い比較的長期のインターンシップの有用性や中小企業の魅力発信としなお、教育効果の高い比較的長期のインターンシップの有用性や中小企業の魅力発信としなお、教育効果の高い比較的長期のインターンシップの有用性や中小企業の魅力発信としなお、教育効果の高い比較的長期のインターンシップの有用性や中小企業の魅力発信とし

てのてのてのての活用の重要性を示すこと等について、関係団体等の意見を踏まえつつ、活用の重要性を示すこと等について、関係団体等の意見を踏まえつつ、活用の重要性を示すこと等について、関係団体等の意見を踏まえつつ、活用の重要性を示すこと等について、関係団体等の意見を踏まえつつ、現行の現行の現行の現行の｢｢｢｢インターインターインターインター

ンシップの推進に当たっての基本的考え方（平成ンシップの推進に当たっての基本的考え方（平成ンシップの推進に当たっての基本的考え方（平成ンシップの推進に当たっての基本的考え方（平成9999年年年年9999月月月月18181818日文部省、通商産業省、労働省）日文部省、通商産業省、労働省）日文部省、通商産業省、労働省）日文部省、通商産業省、労働省）｣｣｣｣

について、関係省庁間で見直しに向けた検討を行う。について、関係省庁間で見直しに向けた検討を行う。について、関係省庁間で見直しに向けた検討を行う。について、関係省庁間で見直しに向けた検討を行う。

①若者の就職環境①若者の就職環境①若者の就職環境①若者の就職環境

・文科大臣には、大学等の関係団体に大学改革の実行を要請するように指示したが、経済界に・文科大臣には、大学等の関係団体に大学改革の実行を要請するように指示したが、経済界に・文科大臣には、大学等の関係団体に大学改革の実行を要請するように指示したが、経済界に・文科大臣には、大学等の関係団体に大学改革の実行を要請するように指示したが、経済界に

おいても、現在の２年生（平成２７年度卒業・修了予定者）の就職活動から、広報活動の開始おいても、現在の２年生（平成２７年度卒業・修了予定者）の就職活動から、広報活動の開始おいても、現在の２年生（平成２７年度卒業・修了予定者）の就職活動から、広報活動の開始おいても、現在の２年生（平成２７年度卒業・修了予定者）の就職活動から、広報活動の開始

時期を３年生の３月に、採用選考活動の時期を４年生の８月に後ろ倒しをお願いしたい。時期を３年生の３月に、採用選考活動の時期を４年生の８月に後ろ倒しをお願いしたい。時期を３年生の３月に、採用選考活動の時期を４年生の８月に後ろ倒しをお願いしたい。時期を３年生の３月に、採用選考活動の時期を４年生の８月に後ろ倒しをお願いしたい。

・政府としては、・政府としては、・政府としては、・政府としては、キャリア教育やインターンシップへの支援を強化するとともに、中小企業の魅力をキャリア教育やインターンシップへの支援を強化するとともに、中小企業の魅力をキャリア教育やインターンシップへの支援を強化するとともに、中小企業の魅力をキャリア教育やインターンシップへの支援を強化するとともに、中小企業の魅力を

学生に発信する取り組みにも力を入れたい。学生に発信する取り組みにも力を入れたい。学生に発信する取り組みにも力を入れたい。学生に発信する取り組みにも力を入れたい。

経済界との意見交換会（平成２５年４月１９日）における総理要請事項（抜粋）経済界との意見交換会（平成２５年４月１９日）における総理要請事項（抜粋）経済界との意見交換会（平成２５年４月１９日）における総理要請事項（抜粋）経済界との意見交換会（平成２５年４月１９日）における総理要請事項（抜粋）

我が国の人材育成強化に関する対応方針（大学生等の就職・採用活動問題を中心に）（抜粋）我が国の人材育成強化に関する対応方針（大学生等の就職・採用活動問題を中心に）（抜粋）我が国の人材育成強化に関する対応方針（大学生等の就職・採用活動問題を中心に）（抜粋）我が国の人材育成強化に関する対応方針（大学生等の就職・採用活動問題を中心に）（抜粋）

平成２５年４月２２日平成２５年４月２２日平成２５年４月２２日平成２５年４月２２日 内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省

インターンシップに関する各種提言（１）インターンシップに関する各種提言（１）インターンシップに関する各種提言（１）インターンシップに関する各種提言（１）インターンシップに関する各種提言（１）インターンシップに関する各種提言（１）インターンシップに関する各種提言（１）インターンシップに関する各種提言（１）
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○大学改革／グローバル化等に対応する人材力強化○大学改革／グローバル化等に対応する人材力強化○大学改革／グローバル化等に対応する人材力強化○大学改革／グローバル化等に対応する人材力強化

①大学改革の着実な実施と更なる改革の実現に向けた取組①大学改革の着実な実施と更なる改革の実現に向けた取組①大学改革の着実な実施と更なる改革の実現に向けた取組①大学改革の着実な実施と更なる改革の実現に向けた取組

経営者等の実務に精通した人材の登用・連携等を進めながら大学等と産業界の双方の経営者等の実務に精通した人材の登用・連携等を進めながら大学等と産業界の双方の経営者等の実務に精通した人材の登用・連携等を進めながら大学等と産業界の双方の経営者等の実務に精通した人材の登用・連携等を進めながら大学等と産業界の双方の

コミットメントによるプロフェッショナルプログラムの開発・実施等の推進、コミットメントによるプロフェッショナルプログラムの開発・実施等の推進、コミットメントによるプロフェッショナルプログラムの開発・実施等の推進、コミットメントによるプロフェッショナルプログラムの開発・実施等の推進、中小企業を含めた中小企業を含めた中小企業を含めた中小企業を含めた

企業等へのインターンシップの普及・定着を図る。企業等へのインターンシップの普及・定着を図る。企業等へのインターンシップの普及・定着を図る。企業等へのインターンシップの普及・定着を図る。

３．学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能を強化する。３．学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能を強化する。３．学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能を強化する。３．学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能を強化する。

○○○○ 大学において、学内だけに閉じた教育活動ではなく、キャリア教育や大学において、学内だけに閉じた教育活動ではなく、キャリア教育や大学において、学内だけに閉じた教育活動ではなく、キャリア教育や大学において、学内だけに閉じた教育活動ではなく、キャリア教育や中長期のインターンシップ中長期のインターンシップ中長期のインターンシップ中長期のインターンシップ、、、、

農山漁村も含めた地域におけるフィールドワーク等の体験型授業の充実を通じて社会との接続を農山漁村も含めた地域におけるフィールドワーク等の体験型授業の充実を通じて社会との接続を農山漁村も含めた地域におけるフィールドワーク等の体験型授業の充実を通じて社会との接続を農山漁村も含めた地域におけるフィールドワーク等の体験型授業の充実を通じて社会との接続を

意識した教育を強化する。その際、意識した教育を強化する。その際、意識した教育を強化する。その際、意識した教育を強化する。その際、学生が働く目的を考え自己成長を促す長期の有給インターン学生が働く目的を考え自己成長を促す長期の有給インターン学生が働く目的を考え自己成長を促す長期の有給インターン学生が働く目的を考え自己成長を促す長期の有給インターン

シップを産学の連携により進めていくシップを産学の連携により進めていくシップを産学の連携により進めていくシップを産学の連携により進めていくことも考えられる。ことも考えられる。ことも考えられる。ことも考えられる。

また、また、また、また、国は、行政機関における中長期インターンシップの受入を率先垂範して行う国は、行政機関における中長期インターンシップの受入を率先垂範して行う国は、行政機関における中長期インターンシップの受入を率先垂範して行う国は、行政機関における中長期インターンシップの受入を率先垂範して行うとともに、民間とともに、民間とともに、民間とともに、民間

企業の就職・採用活動時期の後ろ倒しも踏まえ、国家公務員試験についても必要な措置をとるよ企業の就職・採用活動時期の後ろ倒しも踏まえ、国家公務員試験についても必要な措置をとるよ企業の就職・採用活動時期の後ろ倒しも踏まえ、国家公務員試験についても必要な措置をとるよ企業の就職・採用活動時期の後ろ倒しも踏まえ、国家公務員試験についても必要な措置をとるよ

う人事院に要請する。う人事院に要請する。う人事院に要請する。う人事院に要請する。

インターンシップに関する各種提言（２）インターンシップに関する各種提言（２）インターンシップに関する各種提言（２）インターンシップに関する各種提言（２）インターンシップに関する各種提言（２）インターンシップに関する各種提言（２）インターンシップに関する各種提言（２）インターンシップに関する各種提言（２）

日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略日本再興戦略 改訂改訂改訂改訂2014 2014 2014 2014 －未来への挑戦－－未来への挑戦－－未来への挑戦－－未来への挑戦－ （抜粋）（抜粋）（抜粋）（抜粋） 平成２６年６月２４日平成２６年６月２４日平成２６年６月２４日平成２６年６月２４日 閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定

これからの大学教育等の在り方についてこれからの大学教育等の在り方についてこれからの大学教育等の在り方についてこれからの大学教育等の在り方について((((第三次提言第三次提言第三次提言第三次提言)()()()(抜粋抜粋抜粋抜粋) ) ) ) 平成２５年５月２８日平成２５年５月２８日平成２５年５月２８日平成２５年５月２８日 教育再生実行会議教育再生実行会議教育再生実行会議教育再生実行会議

教育振興基本計画教育振興基本計画教育振興基本計画教育振興基本計画 （抜粋）（抜粋）（抜粋）（抜粋） 平成２５年６月１４日平成２５年６月１４日平成２５年６月１４日平成２５年６月１４日 閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定

○○○○ （略）、地域におけるキャリア教育支援のための協議会の設置促進等を通じ、職場体験活動・（略）、地域におけるキャリア教育支援のための協議会の設置促進等を通じ、職場体験活動・（略）、地域におけるキャリア教育支援のための協議会の設置促進等を通じ、職場体験活動・（略）、地域におけるキャリア教育支援のための協議会の設置促進等を通じ、職場体験活動・

インターンシップの等の体験活動や外部人材の活用など地域・社会や産業界等と連携した取組をインターンシップの等の体験活動や外部人材の活用など地域・社会や産業界等と連携した取組をインターンシップの等の体験活動や外部人材の活用など地域・社会や産業界等と連携した取組をインターンシップの等の体験活動や外部人材の活用など地域・社会や産業界等と連携した取組を

推進する。推進する。推進する。推進する。

特に大学においては、産業界の協力を得て、国内外でのインターンシップの機会を大幅に増やす。特に大学においては、産業界の協力を得て、国内外でのインターンシップの機会を大幅に増やす。特に大学においては、産業界の協力を得て、国内外でのインターンシップの機会を大幅に増やす。特に大学においては、産業界の協力を得て、国内外でのインターンシップの機会を大幅に増やす。
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実施校数

104

(17.7%)

107

(18.3%)

143

(23.7%)

186

(29.9%)

218

(33.5%)

281

(41.9%)

317

(46.3%)

384

(55.0%)

418

(59.0%)

447

(62.5%)

482

(65.8%)

504

(67.7%)

544

(70.5%)

参加学生数 - -

14,991

(0.6%)

19,650

(0.7%)

21,063

(0.8%)

25,063

(0.9%)

30,222

(1.1%)

34,125

(1.2%)

39,010

(1.4%)

42,454

(1.5%)

50,430

(1.8%)

49,726

(1.8%)

62,561

(2.2%)

注１：実施校数の欄の上段は校数、下段は調査対象校数に対する割合

注２：参加学生数は学部学生数と大学院学生数の合計

注３：参加学生数の欄の上段は人数、下段は当該年度の学校基本調査における学生数に対する割合

実

施

校

数

参

加

学

生

数

大学等におけるインターンシップ実施状況の推移（平成大学等におけるインターンシップ実施状況の推移（平成大学等におけるインターンシップ実施状況の推移（平成大学等におけるインターンシップ実施状況の推移（平成8888年度～平成年度～平成年度～平成年度～平成23232323年度）年度）年度）年度）

（単位認定を行う授業科目として実施されているインターンシップ）（単位認定を行う授業科目として実施されているインターンシップ）（単位認定を行う授業科目として実施されているインターンシップ）（単位認定を行う授業科目として実施されているインターンシップ）

（人）

（校）
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「インターンシップの推進に当

たっての基本的考え方」策定

平成９年９月１８日

文部省・通商産業省・労働省



○○○○ 調査内容調査内容調査内容調査内容

（１）（１）（１）（１）調査時期：平成調査時期：平成調査時期：平成調査時期：平成２５２５２５２５年年年年２２２２月月月月

（２）調査対象：国公私立大学（２）調査対象：国公私立大学（２）調査対象：国公私立大学（２）調査対象：国公私立大学(748 (748 (748 (748 校校校校))))・大学院・大学院・大学院・大学院(620 (620 (620 (620 校校校校))))

・短期大学・短期大学・短期大学・短期大学(349 (349 (349 (349 校校校校))))・高等専門学校・高等専門学校・高等専門学校・高等専門学校(57 (57 (57 (57 校校校校))))

（３）（３）（３）（３）対象期間：平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日対象期間：平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日対象期間：平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日対象期間：平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

（４）回答率：（４）回答率：（４）回答率：（４）回答率： 99.799.799.799.7％％％％

大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（１）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（１）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（１）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（１）

※ ※ ※ ※ 本調査において、インターンシップとは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャ本調査において、インターンシップとは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャ本調査において、インターンシップとは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャ本調査において、インターンシップとは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャ

リアに関連した就業体験を行うこと」としている。リアに関連した就業体験を行うこと」としている。リアに関連した就業体験を行うこと」としている。リアに関連した就業体験を行うこと」としている。

※ ※ ※ ※ 平成２０年１２月に同様の調査結果（平成１９年度実績）を実施・公表しているが、平成２０年１２月に同様の調査結果（平成１９年度実績）を実施・公表しているが、平成２０年１２月に同様の調査結果（平成１９年度実績）を実施・公表しているが、平成２０年１２月に同様の調査結果（平成１９年度実績）を実施・公表しているが、

今回の実施にあたり、新たに以下の調査項目等を追加。今回の実施にあたり、新たに以下の調査項目等を追加。今回の実施にあたり、新たに以下の調査項目等を追加。今回の実施にあたり、新たに以下の調査項目等を追加。

〇特定の資格取得を目的として実施するインターンシップ〇特定の資格取得を目的として実施するインターンシップ〇特定の資格取得を目的として実施するインターンシップ〇特定の資格取得を目的として実施するインターンシップ((((教育実習、看護実習等教育実習、看護実習等教育実習、看護実習等教育実習、看護実習等))))

の実施状況の実施状況の実施状況の実施状況
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単位認定を行う授業科目として実施されているインターンシップの実施学校数（実施率）

注1：「特定の資格取得に関係するもの」とは、特定の資格取得のために現場で実施する実習(例：教育実習、看護実習、

臨床実習等)を指す。以下同じ。

注2：平成19 年度実施状況では、「単位認定を行う授業科目として実施されたもののうち、特定の資格取得

に関係しないもの」のみを調査。以下同じ。また、平成19 年度実施状況では大学と大学院を合算した数

値を公表している。

学校種別

実施学校数（実施率）

（参考）

平成１９年度実施状況（注２）

特定の資格取得に関係しないもの 特定の資格取得に関係するもの(注１)

大学 526 校（ 70.3％） 657 校（ 87.8％） － （－％）

大学院 188 校（ 30.3％） 225 校（ 36.3％） － （－％）

大学＋大学院 544 校（ 70.5％） 663 校（ 85.9％） 504 校（67.7％）

短期大学 162 校（ 46.4％） 291 校（ 83.4％） 170 校（43.6％）

高等専門学校 57 校（100.0％） 0 校（ 0％） 61 校（ 100％）

合計 933 校（ 52.7％） 1,172 校（ 66.3％） － （－％）

大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（２）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（２）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（２）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（２）
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単位認定を行う授業科目として実施されているインターンシップの参加学生数（参加率）

注：参加率は平成23 年度学校基本調査における各学校種の学生数を基に算出。

学校種別

参加学生数（参加率）(注)

（参考）

平成１９年度実施状況

特定の資格取得に関係しないもの 特定の資格取得に関係するもの

大学 56,519 人（ 2.2％） 268,969 人（10.5％） 45,913 人（ 1.8％）

大学院 6,042 人（ 2.2％） 4,869 人（ 1.8％） 3,813 人（ 1.5％）

大学＋大学院 62,561 人（ 2.2％） 273,838 人（ 9.6％） 49,726 人（ 1.8％）

短期大学 4,652 人（ 3.1％） 68,601 人（46.3％） 4,968 人（ 2.7％）

高等専門学校 8,591 人（14.5％） 0 人（ 0％） 8,674 人（14.6％）

合計 75,804 人（ 2.5％） 342,439 人（11.2％） 63,368 人（ 2.1％）

大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（３）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（３）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（３）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（３）
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学校種

1週間未

満

1週間～2

週間未満

2週間～3

週間未満

3週間～1

カ月未満

1ヵ月～3ヵ

月未満

3ヵ月～6ヵ

月未満

6ヵ月以上 不明

大学

体験学生数構成

比
16.9% 24.6% 19.7% 18.0% 11.3% 3.7% 3.6% 2.1%

資格取得に関

係しないもの
21.5% 40.1% 20.0% 3.6% 5.8% 3.3% 2.4% 3.3%

資格取得に関

係するもの
16.0% 21.4% 19.7% 21.0% 12.5% 3.8% 3.8% 1.8%

大学

院

体験学生数構成

比
11.6% 22.4% 20.0% 12.6% 13.6% 8.2% 6.4% 5.2%

資格取得に関

係しないもの
10.4% 29.7% 21.6% 8.5% 13.0% 5.9% 3.5% 7.3%

資格取得に関

係するもの
13.1% 13.3% 18.1% 17.6% 14.4% 10.9% 10.0% 2.6%

短期

大学

体験学生数構成

比
12.7% 32.4% 25.6% 18.4% 6.6% 1.5% 1.0% 2.1%

資格取得に関

係しないもの
28.2% 36.2% 15.8% 8.0% 1.4% 1.0% 0.7% 13.9%

資格取得に関

係するもの
11.7% 32.1% 26.3% 19.2% 6.9% 1.6% 1.0% 1.3%

高等

専門

学校

体験学生数構成

比
38.6% 41.8% 10.8% 1.7% 2.5% 0.9% 0.5% 3.4%

資格取得に関

係しないもの
38.6% 41.8% 10.8% 1.7% 2.5% 0.9% 0.5% 3.4%

資格取得に関

係するもの
- - - - - - - -

大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（４）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（４）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（４）大学等における平成２３年度のインターンシップ実施状況（４）
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単位認定を行う授業科目として実施されているインターンシップの実施期間（体験学生数構成比）



「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」の主な改正内容「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」の主な改正内容「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」の主な改正内容「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」の主な改正内容

「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(平成9年9月18日）

平成26年4月8日改正 文部科学省、厚生労働省、経済産業省

○インターンシップの意義

● 大学等におけるキャリア教育・専門教育を一層推進する観点から、インターンシップは有効な取組

● 企業等に対する理解の促進、魅力発信（特に中小企業等やベンチャー企業）

○インターンシップの望ましい在り方

● 大学等の教育の一環として位置付け積極的に関与すること

● インターンシップ等で取得した学生情報の企業等の広報活動・採用選考活動における取扱い上の留意

● 大学等におけるインターンシップの単位化、事前・事後教育等の充実・体系化

● 大学等での能動的な学修を促す学修プログラムの提供

● インターンシップによる学習成果の評価等に係る、学生の評価書類の共通化

● 多様な形態のインターンシップ（教育効果の高い中長期インターンシップ、コーオプ教育プログラム等）

● 大学等におけるインターンシップに係る専門人材の育成・確保

● 見直しの背景及び趣旨

インターンシップの普及・推進を図る上で様々な課題、キャリア教育・専門教育、大学改革推進に向けた意義、

近年の社会状況に対応した推進の必要性、現在のインターンシップの実施状況や課題等を踏まえ改訂。
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企業

学生

全国的なインターンシップ等推進組織全国的なインターンシップ等推進組織

○ 「日本再興戦略」等に基づき、大学等のインターンシップ等の充実に向け、キャリア教育から就職まで一貫して支援する体制

を整備。

○ 地域でインターンシップ等を推進する組織・団体等と連携の下、各大学グループのインターンシップの取組の拡大を支援する

ことを通じ、地域全体へのインターンシップ等を普及・定着を図る。

○ これらにより、大学等におけるキャリア教育の充実を推進し、平成27年度以降の卒業予定者に対する就職・採用活動時期の

後ろ倒しへの円滑な移行を目指す。

【概要】

平成27年度概算要求額 １．４億円（平成26年度予算額１．５億円）

（連携省庁）

（事業の実施省庁）

経済産業省

厚生労働省

文部科学省

事務局事務局事務局事務局

企業情報
企業開拓・

フォロー

地域ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進組織

全国ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進委員会（主要経済団体、大学団体等）全国ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進委員会（主要経済団体、大学団体等）

地域

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

推進組織

地域

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

推進組織

地域

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

推進組織

イ

ン

タ

ー

ン

シ

ッ

プ

等

の

取

組

拡

大

支 援

支 援

研修会

等開催

参加・

事例報告

研修会

等開催

研修会

等開催

参加・

事例報告

参加・

事例報告

大学

専門人材養成

【支援スキーム】

【【【【テーマテーマテーマテーマBBBB】】】】インターンシップ等を通じた教育強化インターンシップ等を通じた教育強化インターンシップ等を通じた教育強化インターンシップ等を通じた教育強化

地域ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ推進組織運営委員会

（仮称）

開催開催開催開催開催開催開催開催

NPO法人

大学ｺﾝｿｰｼｱﾑ等

地域経済団体等 自治体等

インターンシップ等支援組織等インターンシップ等支援組織等インターンシップ等支援組織等インターンシップ等支援組織等

参画

産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業
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【北海道地域（５校）】

（北海道（５校））

小樽商科大学小樽商科大学小樽商科大学小樽商科大学

札幌市立大学

旭川大学

千歳科学技術大学

北翔大学

【関東甲信越地域（１６校）】

（新潟（４校））

新潟大学新潟大学新潟大学新潟大学

新潟工科大学

新潟青陵大学

新潟青陵大学短期大学部

（茨城（２校））

茨城大学

茨城キリスト教大学

【産業界等】

新潟・埼玉経済同友会、商工会議所、

経営者協会、中小企業団体中央会

（埼玉（５校）

共栄大学

駿河台大学

聖学院大学

西武文理大学

ものつくり大学

（千葉（５校））

敬愛大学

千葉科学大学

千葉商科大学

植草学園短期大学

聖徳大学短期大学部

【近畿地域（１１校）】

（滋賀（４校））

滋賀大学

長浜バイオ大学

聖泉大学

滋賀県立大学

（京都（４校））

京都府立大学

京都外国語大学

京都学園大学

京都産業大学京都産業大学京都産業大学京都産業大学

【産業界等】

近畿経済産業局、関西広域連合、中小企業

家同友会、商工会議所 など

（奈良（３校））

奈良女子大学

天理大学

奈良佐保短期大学

【近畿地域（９校）】

（大阪（６校））

大阪府立大学

追手門学院大学

大阪成蹊大学

大阪音楽大学

大阪音楽大学短期大学部

大手前大学

【産業界等】

近畿経済産業局、関西広域連合、経営者協会 など

（兵庫（２校））

兵庫県立大学

神戸学院大学

（和歌山（１校））

和歌山大学和歌山大学和歌山大学和歌山大学

【中部地域（２３校）】

（石川（３校））

金沢大学

金沢工業大学

金城大学短期大学部

（富山（２校））

富山県立大学

富山国際大学

（福井（１校））

福井大学

（岐阜（１校））

岐阜大学

（静岡（５校））

静岡大学

静岡理工科大学

常葉大学

静岡英和学院大学短期大学部

東海大学短期大学部

（愛知１０校）

愛知産業大学

椙山女学園大学

中部大学

同朋大学

名古屋産業大学名古屋産業大学名古屋産業大学名古屋産業大学

名古屋商科大学

日本福祉大学

名城大学

愛知大学短期大学部

豊橋創造大学

（三重（１校））

三重大学

【産業界等】

経営者協会、

中部経済産業局、

労働局など

【中国・四国地域（１２校）】

（島根（２校））

島根大学島根大学島根大学島根大学

島根県立大学

（岡山（４校））

岡山県立大学

岡山理科大学

倉敷芸術科学大学

くらしき作陽大学

【産業界等】

中国・四国経済連合会、経済同友会、中小企業

家同友会、経営者協会 など

（広島（３校））

尾道市立大学

広島修道大学

福山大学

（山口（１校））

山口東京理科大学

（徳島（１校））

四国大学

（愛媛（１校））

愛媛大学

【九州地域（３校）】

（福岡（２校））

福岡県立大学福岡県立大学福岡県立大学福岡県立大学

福岡工業大学

（佐賀（１校））

西九州大学

【産業界等】

九州インターンシップ

推進協議会

【テーマB】 参加大学（１１グループ・１１３校）･産業界･自治体･関係団体

【関東甲信越地域 （７校）】

(東京都(４校))

電気通信大学電気通信大学電気通信大学電気通信大学

亜細亜大学

創価大学

東京経済大学

【産業界等】

株式会社キャンパスクリエイト

(神奈川県(２校))

神奈川工科大学

北里大学

(山梨県((１校))

山梨英和大学

【沖縄地域（５校）】

（沖縄（５校））

琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学

名桜大学

沖縄大学

沖縄キリスト教大学

沖縄国際大学

【産業界等】

沖縄県中小企業家同友会、商工会議所

など

【東北地域（６校）】

（岩手（３校））

岩手県立大学岩手県立大学岩手県立大学岩手県立大学

盛岡大学

岩手県立大学盛岡短期大学部

（山形（１校））

山形大学

【関東甲信越地域 （１６校）】

（東京２３区（１６校））

青山学院大学青山学院大学青山学院大学青山学院大学

大妻女子大学

工学院大学

駒澤大学

芝浦工業大学

昭和女子大学

専修大学

拓殖大学

東京電機大学

【産業界等】

関東経済産業局、東京商工会議所、東京経営者協会

国際社会貢献センター、首都圏活性化協会 など

東京都市大学

東京未来大学

法政大学

明治学院大学

目白大学

東京家政大学

東京家政大学短期大学部

【産業界等】

キャリアバンク株式会社

NPO法人エンブリッジ

（福島（２校））

会津大学

桜の聖母短期大学

【産業界等】

ジョブカフェいわて

商工会議所連合会

中小企業団体中央会 など
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